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【1 分解説】消費税の使い道とは？ 

 総合調査部 研究理事 谷口 智明 

 

消費税は、主に社会保障を支える安定財源として位置付けられています。歴史的に

みると、消費税導入を定めた 1988 年の税制改革法では、「国民福祉の充実等に必要な

歳入構造の安定化に資するため」創設する旨が示されました。1999 年度以降は、国

の一般会計予算総則において、消費税収（国分）は基礎年金、高齢者医療、介護の

「高齢者 3 経費」に充てることとしています。さらに、2012 年の「社会保障・税一

体改革」を通じて、2014 年度（8％への引き上げ時）からは、地方消費税の一部を除

き、年金、医療、介護、子ども・子育て支援の「社会保障 4 経費」に充てることが、

消費税法に明記されました（社会保障目的税化）。 

現在の消費税率 10％のうち、国分 7.8％は国の社会保障 4 経費に、地方分 2.2％

は、1％分を除き、各自治体が行う社会保障施策に配分されています（資料）。ただ

し、少子高齢化に伴い社会保障給付は増え続けており、国・地方の社会保障負担額は

消費税収だけでは賄い切れず、他の税収や国債等に依存しているのが実情です。 

2026 年 2 月の衆院選では、与野党を問わず、物価高対策として食料品の消費税ゼ

ロや社会保険料の引き下げを公約に掲げる政党が多く見られました。代替財源の確保

等が課題となるなか、今後は超党派の「国民会議」における協議の行方が注目されま

す。 
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資料 消費税収の国・地方の配分と使途 

 

（注）地方消費税率 2.2％のうち、1％分（消費税率 5％引き上げ時に導入された地方消費税率 1％）は、地方自

治体の一般財源として、特定の用途に縛られることなく、幅広い行政サービスに充てられる。 

（出所）財務省 HP「消費税の使途に関する資料」より抜粋 

（https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d05.htm） 

 

 

関連レポート 

・「消費税減税の是非論～財源に大穴が開いて大丈夫か？～」（2026 年 1 月） 

https://www.dlri.co.jp/report/macro/570561.html 
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